
 

おはしほいくえん 重要事項説明書  

 

１．施設の目的及び運営の方針  

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  社会福祉法人たちばな会  

事業者の所在地  長崎県佐世保市吉井町橋川内４８６番地５  

事業者の連絡先  ０９５６－６４－３５２５  

代表者氏名  福嶋  稔文  

 

（２）施設の概要  

種別  保育所  

名称  おはしほいくえん  

所在地  長崎県佐世保市吉井町橋川内４８６番地５  

連絡先  

（ 電 話 番 号 ） ０９５６－６４－３５２５  

（ＦＡＸ番号） ０９５６－６４－３３２７  

施設長氏名  三木  美知絵  

開設年月日  昭和５３年４月１日  

利用定員  

（２号）  

（３号）  

０歳児  １歳児  ２歳児  ３歳児  ４歳児  ５歳児  合計  

7 人  8 人  9 人  10 人  12 人  14 人  60 人  

当園の基本理念・方針  

 

・生活に根ざした保育を大切にする中で、心と体を鍛え  

たくましく生きる力を育てる  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（３）施設の概要  

敷地  

敷地全体  １６３４．２９  ㎡  

園庭  ５２２．７   ㎡  

園舎  

構造  木造合金メッキ鋼板ぶき２階建    

延べ  ４９６．６３  ㎡  

 

（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  

乳児室（０歳児）  １  室  床暖房  

ほふく室（１歳児）  １  室  床暖房  

保育室（２歳児以上）  ５  室   

調理室  １  室   

調乳室  １  室   

園児用トイレ  １  室   

 

（５）職員体制（令和  7 年  ４月  １日 現在）  

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

園長  1 人   1 人   人   

副園長  1 人  人   1 人   

主任保育士  1 人  1 人  人   

保育士  21 人  15 人  6 人   

調理員  3 人   3 人   人   

看護師  1 人   人   1 人   

事務員  1 人   1 人   人   

     

     

     

     

 

 



 

（６）利用定員ごとの提供する日及び時間並びに提供を行わない日  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  

保育標準時間  午前６時４５分～午後６時００分（１１時間）  

保育短時間  －  

延長保育  

保育標準時間  

朝：  －  

夕：  午後６時～午後７時  

保育短時間  

朝：  －  

夕：  －  

開所時間  

月～金曜日  午前６時４５分～午後７時００分  

土曜日  午前６時４５分～午後７時００分  

休業日  

日曜日・祝日  

年末年始（１２月２９日～１月３日）  

 

（７）利用料等  

利用者負担（月額保育料） 利用子どもが居住する市町村が定める利用者負担（保育料）  

上乗せ徴収  

無し    

   

実費徴収  

園児安全会費（年間１人）  ３００円   

教材費（年間１人）  ２,０００円   

主食費（３歳児クラス以上）  １,５００円   

副食費（３歳児クラス以上）  ４,8００円   

その他  

保護者会費（１世帯）  月２５０円   

   

 

（８）提供する特定教育・保育の内容  

・家庭での生活を知り、親との連絡を密にしながら温かい雰囲気の中で環境に馴れ親し

むようにする。  

・保育園生活の中で、グループやクラスのお友達と共通の目的を持ち、力を出し合って

遊びを進めていく。  



 

（９）年間行事予定  

月  行事内容  

４  進級式、春のお散歩会、内科検診、歯科検診、野菜苗植え  

５  芋苗植え、お誕生日会（４・５・６月生まれ）、老人福祉施設慰問、乗馬体験  

６  田植え体験、運動会  

７  水泳教室、交通安全教室、おはし夏祭り  

８  お誕生日会（７・８・９月生まれ）、水遊び  

９  交通安全教室、  

１０  稲刈り体験、内科検診、お誕生日会（１０・１１・１２月生まれ）、老人福祉施設慰問  

１１  芋ほり、お遊戯会、保幼小交流会（年長児）  

１２  クリスマス会、もちつき会  

１  やきいも会、交通安全教室、お誕生日会（１・２・３月生まれ） 

２  節分、マラソン会、お別れ会  

３  ひなまつり、卒園式、修了式  

 

（１０）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

【２号・３号認定子ども（保育認定）】  

利用者の決定  市が行う利用調整による  

退園理由  

・２号・３号認定子どもに該当しなくなったとき（卒園を含む。）  

・保護者から退園の申出があったとき  

・利用継続が不可能であると市が認めたとき  

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

利用に当たっての  

留意事項  

・登園は原則  午前９時までお願いします。  

・お休みする場合は、午前９時００分までに連絡をお願いします。 

・食物アレルギー等で食材に制限がある方はあらかじめご相談ください。 

・お薬は「お薬依頼書」がないと飲ませることができません。  

必要事項を記入し、お薬と一緒にお渡しください。  

 

 

 



 

（１１）嘱託医  

医療機関の名称  松瀬医院  

医院長名  松瀬  眞壽美  

所在地  長崎県佐世保市吉井町橋川内４７４－６  

電話番号  ０９５６－６４－３２２５  

（１２）嘱託歯科医  

医療機関の名称  法師山歯科医院  

医院長名  法師山  眞人  

所在地  長崎県佐世保市吉井町立石４６７－１  

電話番号  ０９５６－６４－３９００  

（１３）緊急時における対応方法  

園児に病状急変や災害等で緊急事態が発生した場合には、保護者の指定する医療機関及

び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行う。  

【管轄する消防署】  

消防署名  佐世保市消防局  西消防署祝橋出張所  

所在地  長崎県佐世保市吉井町橋川内６１７－１  

電話番号  ０９５６－４１－２１１９  

【管轄する警察署】  

警察署名  江迎警察署福井警察官駐在所  

所在地  長崎県佐世保市吉井町直谷１１１９－２  

電話番号  ０９５６－６４－２０６２  

（１４）非常災害対策  

防火管理者  三木  美知絵（園長）  

消防計画届出年月日  令和４年８月１９日  

避難訓練  火災、地震、水害を想定した避難訓練を月１回実施   

防災設備  消火器、自動火災報知機、非常警報装置、誘導灯  

避難場所  御橋体育館  

緊急時の連絡手段  職員携帯より保護者の緊急連絡先へ連絡  

 



 

（１５）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者  主任保育士  

相談・苦情解決責任者  園長  

第三者委員  ２名設置  

【要望・苦情等への対応方法】  

・玄関に意見箱を設置しています。  

・文書や電話等の方法で相談・要望・苦情を受付けます。  

 

（１６）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

保険の種類  保育園総合保険  

保険の内容  保育園賠償責任保険  

保険金額  対人賠償１０億円、対物賠償１千万円、人格権侵害補償１億円  

 

（１７）個人情報の取り扱い  

園児及びその保護者等に係る個人情報について、以下の目的のために必要最小限の範囲

内において使用します。  

・小学校への円滑な移行・接続が図れるよう、卒園に当たり、入学先の小学校との間  

で情報を共有すること。  

・緊急時において、病院その他関係機関に対して必要な情報提供を行うこと。  

 

 


